
   串本町チャイルドシート購入費補助金交付要綱  
平成17年４月１日 

告示第３号 
 （趣旨） 
第１条 この告示は、あらゆる生活の場において配慮されなければならない次代の社会を

担う児童の健全な育成に資することを目的とするため、養育する児童が使用するチャイ

ルドシート購入費の一部をその養育する者に補助することについて、串本町補助金等交

付規則（平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この告示において「児童」とは、この告示の施行日以降に生まれた６歳に満たな

い者をいう。 
 （補助対象者） 
第３条 この告示に定めるチャイルドシート購入費に対する補助金（以下「補助金」とい

う。）は、本町に２年以上住民登録又は外国人登録を有する次の第１号及び第２号のい

ずれかに該当し、かつ、第３号に該当する者に交付する。 
 ⑴ 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母 
 ⑵ 父母に監護されず、又これと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を

維持する者 
 ⑶ 町税を滞納していない者 
２ 前項第１号の場合において、父及び母が共に児童を監護し、かつ、これと生計を同じ

くするときは、当該児童は、当該父及び母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程

度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 
 （補助額等） 
第４条 補助金の額は、原則販売価格の２分の１とし、１万円を限度として、予算の範囲

内で児童１人について１回限り交付する。 
 （補助金の交付申請） 
第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条に規定する補助金等交付申請書

を町長に提出しなければならない。 
 （補助金の交付決定） 
第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の

可否を決定しなければならない。 
２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、チャイルドシート

購入費補助金（交付決定・不交付決定）通知書（別記様式）により申請者に通知する。 
 （補助金の交付の請求） 
第７条 前条の規定により補助金を請求しようとするときは、規則第13条に規定する補助

金等交付請求書を町長に提出しなければならない。 
 （補助金の返還等） 
第８条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、

交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができ



る。 
 ⑴ 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。 
 ⑵ 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。 
 （その他） 
第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
   附 則 
 この告示は、平成17年４月１日から施行する。 
 



 

 


